
大崎町ものづくり振興会会則 

（名称） 

第１条 本会は、大崎ものづくりネットワーク振興会（以下「本会」）という。 

（事務所） 

第２条 本会は、事務所を大崎町役場まちづくり推進室に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、地域企業相互間の情報交換と連携した取り組みにより、企業構造の高

度化を促進し、人材を育て地域産業を創るまちづくりを目指し、もって地域経

済の発展、経営基盤の充実及び住民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

1. ものづくり企業の交流・新睦と人材育成を図る。 

2. 地域資源を活用した地域産品のブランド化を進める。 

3. 農商工連携など異業種交流事業の推進を図る。 

4. 地域貢献とものづくり企業のＰＲ活動を進める。 

5. ものづくりの広域ネットワーク化を図る。 

6. 企業支援と情報発信の拠点整備を図る。 

7. その他、前条の目的を達成するために必要な事業 



（会員） 

第５条 本会の会員は、会の目的に賛同する正会員と賛助会員とする。 

1. ものづくりに関する事業を営んでいる法人及び個人事業主。 

2. 将来、ものづくりに関する事業を営もうとする法人及び個人事業主。 

3. 上記の規定に関わらず、第３条の目的に賛同する者は賛助会員になることがで

きる。 

（入会） 

第６条 本会に入会を希望する者は、別に定める入会申し込みを会長に提出し、承認を

得なければならない。 

（退会） 

第７条  

1. 会員は、本会を脱会しようとするときは、会長に届けなければならない。 

2. この会則及びその他の申し合わせ事項を遵守しないとき又は本会の名誉

を毀損したときは、会長は、役員会の承認を経て当該会員を退会させるこ

とができる。 

 

 

 



（役員） 

第８条  

1. 本会に次の役員を置く。 

1. 会   長  １名 

2. 副 会 長  １名 

3. 理   事  若干名 

4. 事務局長  １名 

5. 監   事  ２名以内 

2. 会長、副会長は理事の中から選出し、総会で承認を得る。 

3. 理事は正会員の中から選出し、総会で承認を得る。 

4. 監事は正会員の中から選出し、総会で承認を得る。 

5. 役員の任期は２年とする。補欠選任の任期は前任者の残任期間とする。

但し、再任は妨げない。 

（職務） 

第９条  

1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故などで不在の場合は、その職務を代行す

る。 



3. 事務局長は、正副会長を補佐し、本会の事務を処理する。 

4. 理事は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。 

5. 監事は、会計を監査するとともに、役員会に出席して意見を述べることができ

る。 

（役員に対する報酬等） 

第１０条 役員には、報酬を支給しない。旅費等を支給する場合は役員会の承認

を経て会長が別に定めるものとする。 

（顧問及び参与） 

第１１条  

1. 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

2. 顧問は、会員の中から役員会の承認を経て会長が委嘱した者とし、本会の運営

に関し、会長の諮問に応じる。 

3. 参与は、会員以外の者で、役員会の承認を経て会長が委嘱した者とし、本会の

運営に関し、必要に応じ助言を行う。 

4. 顧問及び参与の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 

 



（総会及び役員会） 

第１２条  

1. 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集し議長となる。 

2. 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関することにつ

いて審議し決定する。 

3. 役員会は、理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集し議長となる。 

（経費） 

第１３条 本会の運営に関する経費は、会費、負担金、補助金及びその他の収入

をもってあてる。 

（会費） 

第１４条 本会の会費は、会長が総会の承認を経て別に定める。 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、６月１日に始まり、翌年５月３１日までとする。 

（事務局） 

第１６条 本会の事務局は、大崎町まちづくり推進室に置き室長が事務局長を務

める。 

 

 



（補則） 

第１７条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会

によって定める。 

附則 

この会則は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第１４条関係） 

 

大崎ものづくりネットワーク振興会の年会費を次のとおり定める。 

正会員 年額 ２０，０００円（資本金１千万円未満の法人及び個人） 

 年額 ３０，０００円（資本金１千万円以上３千万未満の法人） 

年額 ４０，０００円（資本金３千万円以上５千万未満の法人） 

年額 ５０，０００円（資本金５千万円以上の法人） 

 賛助会員 一口 １０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大崎町ものづくり振興会役員 

 

 会長 上中 誠 ㈱ストーンワークス 

 副会長 小川益治 日本ハードウェア㈱ 

 理事 柳別府睦則 ㈱ダイツール技研 

  松長哲郎 ㈱ジャパンファーム 

  吉留一幸 ㈱都食品 

  村田清尚 (有)村田組 

  新平金道 ㈱新平酒造 

  今林東児 ㈱愛生 

  白山 優 (有)しろやま農産 

 監事 宮地光弘 (有)そおリサイクルセンター 

 参与 東 靖弘 大崎町町長 

 事務局長 德禮勝矢 大崎町役場まちづくり推進室 室長 

 事務局会計 上橋孝幸     係長 

 事務局書記 宮脇拓史     主任 

事務局連絡先 ＴＥＬ０９９-４７６－１１１１ 

   ＦＡＸ０９９-４７６－３９７９ 


